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１．背　　景

　1997年12月京都で開催された地球

温暖化防止条約締結会議（COP3）に

おいて、地球温暖化の危機を未然に

回避するために温室効果に最も影響

するといわれる二酸化炭素、メタン

などの排出量低減をはかる議定書が

採択されました。

　日本の達成目標としてCO2の排出

量を2008年から2012年の間に1990年

に比べて『－６％』にするとしてきた

中、温室効果ガス排出量が大幅に増

加している（図－１参照）事を受け、

2010年４月「改正省エネ法」が施行さ

れましたので、一部を紹介します。

２．改正省エネ法の概要

　今回の省エネ法（「エネルギーの使

用合理化に関する法律」）の改正概要

４項目と対象者は次の通りです。

１）工場・事業場に係る措置

工場を設置して事業を行う者。

事業場（病院、ホテル、学校など）

を設置して事業を行う者。

２）住宅・建築物に係る措置

建築時：住宅・建築物の建築主。

既築物の増改築・大規模修繕時：

住宅・建築物の所有者・管理者。

３）機械・器具に係る措置

エネルギーを消費する機械器具の

製造事業者・輸入事業者。
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図－１　日本の温室効果ガス排出量

図－２　事業者が行わなければならないこと
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４）輸送に係る措置

輸送事業者：貨物・旅客の輸送を

業として行う者。

荷主：自ら貨物を輸送事業者に輸

送させる者。

また、対象者（事業者）が行わなけれ

ばならない事を図－２に示します。

３．性能基準と仕様基準

　省エネ法第73条第１項で定める特

定建築物は、省エネルギー措置に関

する措置及び、維持保全の状況につ

いて届出及び、報告が必要です。

　その報告書の中に省エネルギー計

画書が必要になりますが、措置が必

要な６項目を図－３に示します。

　計画に対する判断基準はを次の２

通りです。

　Ａ）性能基準

　　Ａ－１　PAL計算法

　　Ａ－２　CEC計算法

　Ｂ）仕様基準

　　Ｂ－１　ポイント法

　　Ｂ－２　簡易ポイント法

上記Ａ－１は図－３における①項に

対する基準で、Ａ－２は同②～⑥の

設備に関る計算です。

　上記基準の選択については図－４

を参照下さい。

４．CEC/Lとは

　CEC/Lとは先述Ａ－２における

照明設備のエネルギー利用効率を示

す係数で、この数値が小さいほど効

率が良く、1.0以下にすることが求

められている。

　Coefficient of Energy Consum-

tion for Lighting（照明のエネルギー

消費係数）の略で、計算式は図－５

の通りです。

５．ポイント法とは

　簡易計算法（ポイント法）は照明設

図－３　特定建築物の措置対策６項目

図－４　性能基準と仕様基準の選択について

図－５　CEC/L　計算式

↓　計画した照明消費エネルギー

↑　標準的な照明消費エネルギー
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備について光源や照明器具の種類、

制御方法など設備の仕様によって評

価点（ポイント）を積み上げ、この合

計に80を加えた数値によって省エネ

措置を評価する方法です。

　主要な照明区画ごとに照明設備の

レベルに応じて、評価点（ポイント）

を求め、ポイントを合計して80を加

え総合評価点を算出します。合計が

100ポイントを超えれば、CEC/L＝

1.0以下と同等の省エネ性能を認め

られた事になります。CEC/L計算法

のような複雑な計算を必要としない

評価法ですが、延べ床面積5,000m2

以下の建築物のみに適用します。

5,000m2を超える大規模な建築物は

CEC／L計算方法のみが適用されま

す。

６．さいごに

　「省エネ」自体は言われて久しいで

すが、新設につきましてはもちろん

措置、基準を確保していただき、既

存もできれば更新が望ましいです

が、最終的には一人ひとりの心がけ

によるものが大きな結果をもたらす

ものと思います。あと２年を切った

マイナス６％の目標を達成する為に

常に省エネを意識していきたいで

す。

図－６　ポイント法点数一覧


